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★事業内容…地域の情報収集や発信、地域住民等の交流に関する

こと。防犯、防災、交通安全等の生活安全や地域環境
の美観に関すること。 

○情報交流ラウンジ（まちの駅）の運営 
○まちづくり活動、まちづくり団体のＰＲ 
○みしま西山連峰登山マラソン大会運営ボランティアの募集 
○三島まつりへの支援（ＰＲなど） 
○あいさつ運動 

 
★事業内容…各部会の連絡調整と広報活動に関すること。 

○コミュニティセンターだよりの発行 
○各種チラシの発行 
○コミュニティセンターホームページの制作 

 
★事業内容…生涯学習や芸術、文化の振興に関すること。 

○「みしま文化協会芸能美術祭」への支援（ＰＲほか） 
○「三島地域作品展・芸能発表会」への支援（ＰＲほか） 
○サークル活動への支援（ＰＲほか） 
○公民館図書の活用（閲覧・貸出） 
○「三島地域版まちの先生登録バンク」の運営 
○「生きがい講座」の運営 

 
★事業内容…児童育成に関すること。 

○子育て世代の交流 
○乳幼児・児童施設の設置・運営（事業実施の準備） 
○児童クラブの運営（事業実施の準備） 

 
★事業内容…健康づくり、スポーツ・レクリェーションに関すること。 

○食育教室の開催 ○健康講座・救命法講習会の開催 
○スポーツイベント（三島地域ソフトボール大会、三島地域混合バ

レーボール大会、三島地域体育祭、三島地域駅伝大会、三島
地域綱引き大会） 

[メンバー選出を依頼する団体] 
◆食生活改善推進委員協議会（三島地域班） 
◆三島地区体育協会 
◆体育指導委員協議会三島地区委員 
◆三島公民館振興員協議会 
◆みしま里山観察の会 
◆公募 １人 

[メンバー選出を依頼する団体等] 
◆社会福祉協議会三島支所長 
◆三島地区社会福祉協議会 
◆三島地区民生・児童委員協議会 
◆日赤三島分区（日赤奉仕団） 
◆食生活改善推進委員協議会（三島地域班） 
◆地域の茶の間ボランティア 

[メンバー選出を依頼する団体等] 
◆三島地区民生・児童委員協議会 
◆母子保健推進員協議会（三島地域班） 
◆保育園保護者 ◆三校ＰＴＡ連絡協議会 
◆未就学児童の保護者 ◆児童クラブ保護者 

[メンバー構成] 
◆各部会のメンバー 
◆センター長 
◆主事 

[メンバー選出を依頼する団体] 
◆みしま文化協会 
◆老人クラブ連合会三島支部 
◆生涯学習関連サークル 
◆みしま里山観察の会 
◆生きがい講座 
◆公募 ３人 

[メンバー選出を依頼する団体] 
◆三島地域区長会 ◆三島地区体育協会 
◆ながおか生活情報交流ねっと三島検討会 
◆三島町ふるさと塾 ◆みしま観光推進協議会 
◆三島町商工会 ◆みしま文化協会 
◆三島地区交通安全協会 
◆三島地域青少年育成会議 
◆三島更生保護女性会 
◆消防団三島方面隊 

【広報委員会】 

【健康部会】 

【児童育成部会】 

【学習部会】 

【まちづくり部会】 

 
★事業内容…福祉の向上に関すること。 

○「配食・会食サービス事業」への支援（事業実施の準備） 
○「地域の茶の間」のボランティアの募集・研修 
○「小地域ネットワーク事業」支援 
○「ボランティア銀行事業」支援 
○福祉ボランティア活動の支援（活動場所の提供） 

【福祉部会】 

２ 専門部会の役員は、部会の会員の中から互選により選任
する。 

  (1) 部会長 １名 
  (2) 副部会長 １名 
３ 役員の任期は、２年間。 

 １ 専門部会は、次により組織する。 
(1) 三島地域の住民 
(2) 町内会の代表及び委員会が認める団体から推薦されたもの 
(3) 学識経験者 
(4) 委員会から推薦されたもの 

専門部会 

[委員構成]
◆三島地域区長会長（１名） 
◆老人クラブ連合会三島支部長（１名） 
◆社会福祉協議会三島支所長（１名） 
◆三島地区民生・児童委員協議会長（１名） 
◆地域内小・中学校長（３名） 
◆与板警察署（駐在所）の代表（１名） 
◆三島町商工会代表（１名） 
◆ＪＡ越後さんとうの代表（１名） 
◆三島地区公民館長（１名） 
◆三島地域委員会委員の代表（１名） 
◆長岡市三島支所長（行政職）（１名） 
◆専門部会長（５名）        合計１８名 

 
運営委員会 

１ 委員会の委員は、三島地域区長会、専門部会、関係地域団
体及び関係機関の代表者をもって構成する。 

２ 委員会は、次の事項を審議･決定する。 
 (1) 事業の計画及び実施に関すること。 
 (2) 予算及び決算に関すること。 
 (3) 役員の選任に関すること。 
 (4) 規約等の改正に関すること。 
 (5) 事務局員の任免に関すること。 
 (6) その他本会の運営に必要な事項。 

３ 運営委員会の役員 
 (1) 委員長 １名 (2) 副委員長 ２名 
(3) 幹事 ２名 (4) 会計監査 ２名 

４ 役員の任期は、２年間。 

みしまコミュニティ推進協議会 
 


